
西条商工会議所では、『来島海峡サービスエリア』と連携して行うテストマーケティングへの
参加企業を募集いたします。自社商品を販売できるこの機会を、ぜひご活用ください。

【場 所】 西日本自動車道 来島海峡サービスエリア 屋内特設売り場
所在地：今治市大浜町3丁目9番68号

【期 間】 令和３年10月３０日(土)～令和３年11月１４日(日)
営業時間︓平日 8︓00～21︓00 土日祝 7︓00～22︓00

【応 募 条 件】 対 象 者︓販路開拓や商品のブラッシュアップ等を目指す、西条市内事業所

対象商品︓自社にて加工食品・菓子・飲料(酒類の販売は不可)・工芸品等の製造

または販売をしている商品

●食品・飲料は、常温、冷蔵品、冷凍品とする

※陳列用冷凍・冷蔵ショーケースの使用可

●キッチンカーなどの移動販売車輛による販売

●日用品雑貨、伝統工芸品等

【募集企業数】 ２０事業所程度

【申込商品数】 １事業所あたり２商品程度

(同一商品のサイズ違い、色違い等は１商品とする）

※スペースの関係上、出店商品の内容やアイテム数に

応じて商品数を調整させていただきます

【取 引 条 件】 委託販売（出店料不要、ショップレジにて販売）

●消化仕入れ(販売期間終了後、返品いたします)

●手数料 売上金額の２５％

【そ の 他】 ・店頭での試食・試飲の提供については、新型コロナウィルス感染症の状況に応じて対応いたし

ます。（個包装商品の提供は可）

・事業所による商品のPRや実演販売等、接客対応も可能です。但し、移動交通費や商品等の

手配にかかる費用（商品配送料等）は、事業所負担となります

・商品陳列に必要な什器、プライスカード、POP等は、事業所にてご準備ください

【申込締切り】 令和３年９月８日（水）までに、メール又はFAXにてご送付ください。

【送付先メールアドレス】 info@saijocci.or.jp 【FAX番号】 0897-56-2206

【問合わせ先】 西条商工会議所 電話︓0897-56-2200

西瀬戸自動車道 『来島海峡サービスエリア』
テストマーケティングのご案内

来島海峡サービスエリア (上下一体型サービスエリア)

テスト
マーケティング
実施店舗

申込みは裏面へ

令和３年度伴走型小規模事業者支援推進事業

販 売 概 要

瀬戸内の海と島と橋が生み出す「非日常空間」
をコンセプトにした、瀬戸内を堪能できる体感型
エリアです。しまなみ海道沿線でも指折りの絶景
を眺めることができる好ロケーションで、食事や
ショッピングを満喫したり、心を癒すひとときを過ご
したり、思い思いのスタイルで快適に楽しんでいた
だける空間をご用意しています。

■HP⇒ http://s-leading.co.jp/kurushima

施設（来島海峡サービスエリア）の外観

売場（イメージ）
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応募商品
詳 細

※出店を希望する商品名等をご記入ください。（複数の場合は出店申込書をコピーしてご使用ください。）

商品名： 原材料：

内容量： 売価： 円

賞味(消費)期限 日・ ヶ月

温度保存帯
※下記のいずれかに☑をしてください。（複数可）

□常温 □要冷蔵 □要冷凍 □その他（ ）

商品の特徴
セールス
ポイント

※Excelファイルの商品シートをお送りできるメールアドレス推奨

※取得した個人情報は、本事業の連絡以外には使用致しません

●その他（条件・商品の選定等）

・店舗側による選定手続きを経て販売商品を決定します。

・出店申込書に応募商品の概要を記載し提出してください。

・必要に応じて、対象商品のサンプルを提供していただく

場合があります。提出締切日までにご準備をお願いします。

FAX▶0897-56-2206 E-ｍail▶info@saijocci.or.jp

【申込み・事業に関するお問合せ】
〒793-0027 西条市朔日市779番8

西条商工会議所 経営支援課
担当︓髙橋・今井・石川（TEL：0897-56-2200）

来島海峡サービスエリア テストマーケティング
出 店 申 込 書 締切:9月８日(水)
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●テストマーケティング全体の流れ・実施内容
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・西条産・愛媛県産など、産地を商品名に冠したものについては、

産地証明書の提出が必要となります。

・出店決定後、商品に関する詳細シート等、所定の申請書を

ご提出いただきます。

・出店商品にJANコードがある、または出店までに取得可能で

あること。PL保険の加入は必須ではありません。


